
　１　事業の概要
　　　県と借入先金融機関が損失補償契約を結ぶことにより、事業資金借入に伴う負担金利が低利となり、県の利子補給額が低減す
　　る。
　　　また、農業信用保証保険制度への加入が不要となり、保証料の負担がない等、事業資金借入に伴い必要となる各種費用負担を抑
　　えられる。
　　　令和８年度の事業計画（買入規模）は、農地買入面積5.0haとする。
 
　２　限度額の積算内訳
　　　・借入先　〔県信用農業協同組合連合会：一般タイプ及び担い手タイプ〕
　　　　限度額＝309,065千円
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